


誓約書

令和　　年　　月　　日
滋賀労働局長 殿


申請者　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名

　申請者は、下記に掲げる労働安全衛生法（昭和四十七年六月八日法律第五十七号）第五十四条の三第二項の規定に該当していないことを誓約いたします。

記
一 　第四十五条第一項若しくは第二項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令に違反し、又は第五十四条の六第二項の規定による命令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

二 　第五十四条の六第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 　法人で、その業務を行う役員のうちに第一号に該当する者があるもの
以上




